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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２３年１２月５日 ２１時００分ごろ 

発生場所 島根県松江市地蔵埼北東方沖 

 松江市所在の美保関灯台から真方位０４２°１５海里付近 

 （概位 北緯３５°４５.２′ 東経１３３°３１.９′） 

事故調査の経過  平成２３年１２月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 １０６祐生
ゆうせい

丸、１９トン 

 ＳＮ２－２７８３（漁船登録番号）、祐生水産有限会社 

 ２５.４０ｍ×４.３２ｍ×１.９２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１９０、平成７年５月１６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５４年６月１５日 

  免許証交付日 平成２３年３月１８日 

         （平成２８年５月１５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船体焼損、沈没、全損 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成２３年１２月５日１６時

００分ごろ、船団の僚船６隻（本船は灯船４隻のうちの１隻）と共に

島根県隠岐の島町の加茂漁港を出港し、地蔵埼北東方沖の漁場に向か

った。 

本船は、１８時３０分ごろ漁場に着いて集魚灯を点灯して操業を続

けていたところ、２１時００分ごろ、船長が、機関室船尾側の出入口

扉から漏れ出ている煙を発見した。 

船長は、機関室の内部をのぞき、同室の左舷側中段に設置されてい

た集魚灯用安定器（以下「安定器」という。）から炎が出ていること

を認め、海水ポンプを始動して放水したものの消火することができ

ず、身の危険を感じて甲板員と共に海に飛び込んだ。 

船長及び甲板員は、２１時４０分ごろ僚船に救助されたが、本船

は、２２時３７分ごろ水深約１００ｍの火災発生現場海域で沈没し
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た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ６ 

海象：波高 約２ｍ 

 その他の事項 

 

船長が発見した煙の色は、当初は白っぽい灰色であったが、その後

黒変した。 

本船は、燃料油のＡ重油約３kℓを積載していた。 

 本船は、安定器を左右舷それぞれに各１０個計２０個を備えてお

り、うち、５個は使用年数が約８年間、５個は約５年間であり、他の

１０個は約７年間であった。 

 本船は、平成２３年１月２０日ごろ、係留していた加茂漁港におい

て、電気工事会社の担当者が、船内の電気系統絶縁抵抗計測点検を行

い、安定器も含めた集魚灯用の電気系統に異常がないことが確認され

ていた。 

 電気工事会社の担当者によれば、使用年数の長い安定器は、絶縁抵

抗計測の後、絶縁抵抗が急速に低下して発火した可能性があるとのこ

とであった。 

 船長は、集魚灯が点灯に要する時間が長くなれば、該当する安定器

を交換しており、その目安を約１０年間としていた。 

 海難審判庁（当時）は、平成２０年９月の「マイアニュースレタ

ー」の「特集 その２ 漁船の火災海難」において、安定器に対する注

意事項として、次の項目を掲げている。 

 ・並べて設置する場合、安定器幅以上に離すこと。 

 ・安定器周辺温度は、５～４０℃の範囲で使用すること。 

 ・安定器周辺温度が、８～１０℃上昇すると寿命は半減する。 

 ・安定器は標準使用条件で、平均８～１０年が寿命。 

 ・絶縁劣化が進行すると、異常過熱して焼損、発煙、発火等の原因

になり危険。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

不明 

 本船は、地蔵埼北東方沖で操業中、機関室左舷側の中段に設置され

ていた安定器の絶縁抵抗が低下したことから、同安定器が過熱して発

火した可能性があると考えられる。 

 安定器は、設置場所が高温多湿の機関室であったこと、及び使用年

数が長年に及んで経年劣化したことから、絶縁抵抗が低下した可能性

があると考えられる。 

 本船は、火災発生現場海域で沈没したので、発火した安定器及びそ

の使用年数については、明らかにすることができなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、地蔵埼北東方沖で操業中、機関室左舷側
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の中段に設置されていた安定器の絶縁抵抗が低下したため、同安定器

が過熱して発火したことにより発生した可能性があると考えられる。

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・安定器の設置場所は、高温多湿の機関室を避け、風通しの良い湿

気の少ない場所を選択すること。 

 ・安定器は、一定期間が経過したら、早めに交換すること。 

 




